
１　基本方針

２　専決日

令和２年３月３０日（月）

３　補正予算額

補正額　111,309千円　（補正後　95,190,468千円　－　補正前 95,079,159千円）

［概　要］ （単位：千円）

※

※

※　繰越明許費を設定し対応

［内　訳］

（歳入） （単位：千円）

個人市民税（滞納繰越分）
施設型給付費・地域型保育給付費負担金
子ども・子育て支援交付金
保育対策総合支援事業費補助金 ※
学校臨時休業対策費補助金
教育支援体制整備事業費交付金
施設型給付費・地域型保育給付費負担金

（歳出） （単位：千円）

職員手当等
賃金
需用費
備品購入費

需用費

利用者への利用料補助金

13,000

民間学童保育室 4,000

60,539

26,888

公立幼稚園・認定こども園
（消耗品費）

78
4,078

教育費 78 78

3,866

1,024

学童保育室の開室時間の拡充への
対応
(平日 授業終了後～17時⇒8時15分～17時)

ファミリー・サポート・センターの
利用補助

3,928

学童保育指導員の時間外（公立）

利用者負担額の減額等に伴う保育
給付費

13,828

18,780

臨時職員賃金（公立） 9,194

18,780

1,024

1,910

78

104,705 47,539
44,912

1,910

2,788

111,309合　計

市税
9,388

府支出金 4,694 4,694

積　　　　算

合　計 111,309

積　　　　算

111,231

区　分 補正額
13,828

負担金補助及び交付金

合　計 111,309

国庫支出金

84,209

9,194
72民生費

令和元年度　大阪府茨木市一般会計補正予算（第５号）の専決処分について

　国において講じられた「新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策」による補助金を活用
し、感染拡大の防止と子どもの居場所の確保等を図るため、私立保育所やつどいの広場等への感染
防止用品の購入費に対する補助や学童保育室の開室時間の拡充に要する経費等を専決する。

主な内容

区　分 補正額

施設型給付費・地域型保育給付費の
増額

民間学童保育室への補助金

公立保育所等（消耗品費、備品購入費） 4,000

項　目

私立保育所等への感染予防用品の購
入補助
(内容：空気清浄機、マスク、消毒液等)

補正額

公立保育所・幼稚園等における感染
予防用品の購入
(内容：空気清浄機、マスク、消毒液等)

私立保育所・認定こども園・小規
模保育等

43,539

民間つどいの広場・地域子育て支
援センター・児童養護施設
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令和元年度一般会計補正予算(第５号)総括表

（単位：千円）

特 定 財 源 一 般 財 源

1 市 税 1,910 1,910

15 国 庫 支 出 金 104,705 104,705

16 府 支 出 金 4,694 4,694

111,309 109,399 1,910

95,079,159 36,017,202 59,061,957

95,190,468 36,126,601 59,063,867

補正前の予算額 Ｂ

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

補    正    額 Ａ

保育対策総合支援事業費補助金　 47,539
子ども・子育て支援交付金　　 　44,912
施設型給付費負担金 　　　 　　　7,692

施設型給付費負担金 　　　 　　　3,846
地域型保育給付費負担金            848

（歳  入）

款 予 算 額
左 の 内 訳

備 考

個人市民税<滞納繰越分>
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令和元年度一般会計補正予算(第５号)総括表

（単位：千円）

人 件 費 物 件 費 扶 助 費 補 助 費 等

3 民 生 費 111,231 13,828 13,194 18,780 65,429

10 教 育 費 78 78

111,309 13,828 13,272 18,780 65,429

95,079,159 15,420,206 18,457,575 28,547,689 7,383,165 11,217,043 14,053,481

95,190,468 15,434,034 18,470,847 28,566,469 7,448,594 11,217,043 14,053,481

補    正    額 Ａ

補正前の予算額 Ｂ

補正後の予算額
           Ａ＋Ｂ

（歳  出）

款 予 算 額
消 費 的 経 費 投 資 的

経 費
そ の 他 の
経 費
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１　感染予防用品の購入

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

60,539 60,539

私立保育所等へ感染予
防用品の購入費を補助
［繰越明許費］
【保育幼稚園事業課】

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、私立保育所等がマスク
の購入や施設の消毒に必要となる経費について補助する。
＜補助対象＞私立保育所、私立幼保連携型認定こども園、
　　　　　　私立小規模保育事業所、私立事業所内保育事業所、
　　　　　　私立認可外保育施設、企業主導型保育事業所
＜対象経費＞マスク、消毒液、空気清浄機等の感染予防に必要となる
　　　　　　もの
＜補 助 額＞50万円（上限）
【財源：保育対策総合支援事業費補助金(国) 43,539】

43,539 43,539

民間の地域子育て支援
拠点等へ感染予防用品
の購入費を補助
【子育て支援課】

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、民間の地域子育て支援
拠点及び児童養護施設がマスクの購入や施設の消毒に必要となる経費に
ついて補助する。
＜補助対象＞民間のつどいの広場
　　　　　　民間の地域子育て支援センター
　　　　　　児童養護施設
＜対象経費＞マスク、消毒液、空気清浄機等の感染予防に必要となる
　　　　　　もの
＜補 助 額＞50万円（上限）
【財源：子ども・子育て支援交付金(国) 13,000】

13,000 13,000

民間学童保育室へ感染
予防用品の購入費を補
助
（放課後児童健全育成
事業費補助金の拡充）
【学童保育課】

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、民間学童保育室がマス
クの購入や施設の消毒に必要となる経費について補助する。
＜補助対象＞民間学童保育室
＜対象経費＞マスク、消毒液、空気清浄機等の感染予防に必要となる
　　　　　　もの
＜補 助 額＞50万円（上限）
【財源：子ども・子育て支援交付金(国) 4,000】

4,000 4,000

4,078 4,078

公立保育所等における
感染予防用品の購入
［繰越明許費］
【保育幼稚園総務課】

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、公立保育所等において
マスクや消毒液等を購入する。
＜対象施設＞公立保育所、公立小規模保育施設、公立待機児童保育室
【財源：保育対策総合支援事業費補助金(国) 4,000】

4,000 4,000

公立幼稚園等における
感染予防用品の購入
【保育幼稚園総務課】

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、公立幼稚園等において
消毒液等を購入する。
＜対象施設＞公立幼稚園、公立認定こども園
【財源：教育支援体制整備事業費交付金(国) 78】

78 78

補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ）の 内 容 に つ い て

（単位：千円）

事　業

私立保育所等への感染予防用品の購入補助

公立保育所・幼稚園等における感染予防用品の購入
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２　学童保育室の開室時間の拡充

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

26,888 26,888

公立学童保育室の開室
時間の拡充
【学童保育課】

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、家庭で
留守番をさせることが困難な児童等の居場所を確保するため、公立学童
保育室の開室時間を拡充する。
＜対象期間＞３月２日～２４日
＜開室時間＞現　行：授業終了後～１７時（延長利用１９時まで）
　　　　　⇒変更後：８時１５分～１７時（延長利用１９時まで）
【財源：子ども・子育て支援交付金(国) 23,022】

23,022 23,022

民間学童保育室の開室
時間の拡充
（放課後児童健全育成
事業費補助金の拡充）
【学童保育課】

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、家庭で
留守番をさせることが困難な児童等の居場所を確保するため、民間学童
保育室の開室時間の拡充に要する経費を補助する。
＜対象期間＞３月２日～２４日（平日）
＜対象経費＞午前中から開室するための経費及び人材確保等に要する
　　　　　　経費
＜補 助 額＞30,200円／日
【財源：子ども・子育て支援交付金(国) 3,866】

3,866 3,866

３　子育て援助活動への支援

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

1,024 1,024

ファミリー・サポー
ト・センター利用者の
利用料を補助
【子育て支援課】

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、ファ
ミリー・サポート・センター事業を利用した場合の費用について補助す
る。
＜補助対象＞ファミリー・サポート・センター利用者
＜対象期間＞３月２日～３１日
＜補 助 額＞6,400円／日（上限）
【財源：子ども・子育て支援交付金(国) 1,024】

1,024 1,024

４　保育に係る給付費の増額

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

18,780 14,082 4,698

利用者負担額の減額等
に伴う施設型給付費負
担金等の増額
【保育幼稚園事業課】

新型コロナウイルス感染症対策により、認定こども園等を自主的に利用
しない保護者の利用者負担額が減額等になることに伴う対象園の減収分
について、施設型給付費負担金等を支給する。
【財源：施設型給付費負担金(国) 7,692、(府) 3,846、
　　　　地域型保育給付費負担金(国) 1,696、(府) 848】

18,780 14,082 4,698

事　業

施設型給付費負担金等の増額

事　業

開室時間の拡充への対応

（単位：千円）

事　業

ファミリー・サポート・センターの利用補助

（単位：千円）

（単位：千円）
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５　小学校給食の中止に係る経費への国庫補助

内　容　等
事業費
a

特定財源
b

一般財源
c=a-b

2,788 ▲2,788

小学校給食の食材費に
対する国庫補助
【学務課】

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業により、市が負
担する給食の中止に係る食材費について国庫補助を受ける。
【財源：学校臨時休業対策費補助金(国) 2,788】

2,788 ▲2,788

６　繰越明許費

内　容　等

私立保育所等感染症対
策費補助事業
【保育幼稚園事業課】

国の補助金の追加内示を活用する事業で、年度内に事業が完了しないた
め。

公立保育所等感染症対
策事業
【保育幼稚園総務課】

国の補助金の追加内示を活用する事業で、年度内に事業が完了しないた
め。

事　業 設定額

　繰越明許費

43,539

4,000

（単位：千円）

事　業

給食の中止に係る経費への国庫補助

（単位：千円）
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